
大規模小売店舗等立地部会における調査審議の結果 

（令和５年３月分から令和６年２月分まで） 

令和６年３月５日 

大規模小売店舗等立地部会 部会長 山下 淳 

まちづくり審議会運営規程第８条第４項の規定に基づき、大規模小売店舗等立地部会

における調査審議の結果を次のとおり報告する。 

開 催 日 
出席 
委員 
数 

審 議 案 件 
審議結果 

(県(知事)の
意見の有無) 

番
号 

区分 施設名称 
行為 
種別 

所在地 諮問 答申 

３月 17 日 
（第119回）

６人 １ 
条例第４
条第２項 

（仮称）明石西二見商業
施設 

新 築 
用途変更 

明石市 無 無 

４月 20 日 
（第120回）

５人 １ 
条例第４
条第２項 

（仮称）手柄山スポーツ
施設 

増 築 姫路市 無 無 

５月 20 日 
（第121回）

７人 １ 
条例第４
条第２項 

（仮称）ユニクロ・ＧＵ
飾磨店 

新 築 姫路市 無 無 

６月 15 日 
（第122回）

６人 

１ 
法第８条
第４項 

イオンモール伊丹 変 更 伊丹市 無 無 

２ 
法第８条
第４項 

ドラッグコスモス山崎イ
ンター店 

変 更 宍粟市 無 無 

７月 20 日 
（第123回）

５人 

１ 
法第８条
第４項 

（仮称）マルアイ新広畑
店 

新 設 姫路市 無 無 

２ 
 

法第８条
第４項 

（仮称）イトウゴフク広
畑店 

新 設 姫路市 無 無 

３ 
条例第４
条第２項 

（仮称）ドラッグコスモ
ス島田店 

新 築 
たつの
市 

無 無 

４ 
条例第４
条第２項 

（仮称）ドラッグコスモ
ス広畑夢前店 

新 築 姫路市 無 無 

９月７日 
（第124回）

７人 

１ 
条例第４
条第２項 

（仮称）カワベ姫路城東
店 

新 築 姫路市 無 無 

２ 
条例第４
条第２項 

（仮称）ザグザグ姫路花
田店 

新 築 
 

姫路市 無 無 

３ 
条例第４
条第２項 

（仮称）マックスバリュ
三木緑が丘店 新 築 三木市 無 無 

４ 
条例第４
条第２項 

（仮称）ザグザグ淡路東
浦店 

新 築 淡路市 無 無 

10月 19日
（第125回）

５人 

１ 
条例第４
条第２項 

（仮称）ドラッグコスモ
ス洲本下加茂店 

新 築 洲本市 無 無 

２ 
 

法第８条
第４項 

（仮称）明石西二見商業
施設 

新 設 明石市 無 無 

資料４ 



11月16 日
（第126回）

６人 １ 
条例第４
条第２項 

（仮称）ゴダイドラッグ
岩端店 

新 築 姫路市 無 無 

２月１日 
(第127回)

７人 

１ 
法第８条
第４項 

（仮称）飾磨複合商業施
設 

新 設 姫路市 無 無 

２ 
法第８条
第４項 

（仮称）ドラッグコスモ
ス広畑夢前店 

新 設 姫路市 無 無 

３ 
法第８条
第４項 

（仮称）ドラッグコスモ
ス島田店 

新 設 
たつの
市 

無 無 

４ 
条例第４
条第２項 

（仮称）マルナカ物部店 新 築 洲本市 無 無 

※法 ：大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号） 

※条例：大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例（平成 17 年兵庫県条

例第 40 号） 

※審議結果（県（知事）の意見の有無）：諮問の欄は、知事から諮問のあった法（条例）

に基づく県（知事）の意見の有無。答申の欄は、審議会が答申した県（知事）が述べ

るべき意見の有無。 


